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新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る島根県立大学の教育・研究・諸活動に関する方針
（この大学方針は国や島根県の通知(知事メッセージや県からのお願い等)を踏まえて大学独自に方針を定めたものです。）

R5.4.1

浜田

※4/1
から

引き続き、
感染防止に
配慮して、
教育・研究
活動を行い
ます。
なお、人と
の距離が密
接する場合
や対話時に
は、マスク
着用を推奨
します。

各キャンパスにおいて各学
部・学科・別科・大学院研
究科・短期大学部の定める
ところにより、授業は主と
して対面授業で実施しま
す。対面授業及び遠隔授業
を実施する際は、別に定め
るガイドラインに準ずるこ
ととします。なお、基礎疾
患があるなどの理由により
対面授業への参加が困難な
学生のために最大限の配慮
【例えば、遠隔授業の並行
実施（ハイブリッド型授
業）や課題等の代替措置に
より欠席扱いにしない】を
実施します。対面授業の実
施に万全を期するため、検
温をはじめとする日々の健
康観察を行い、基本的な感
染症対策に取り組んでくだ
さい。

　　　　2023年度
　　　春学期の授業

※浜田キャンパスでは、原
則、授業は対面授業で実施
しますが、授業によっては
全ての回次又は一部の回次
で遠隔授業を実施する場合
があります。なお、対面授
業の実施に万全を期するた
め、感染しないための対策
と検温をはじめとする日々
の健康観察を行ってくださ
い。

※松江キャンパスでは、原
則、授業は対面授業を主と
して実施しますが、授業に
よっては全ての回次又は一
部の回次で遠隔授業を実施
する場合があります。

※出雲キャンパスでは原
則、対面授業を主として実
施しますが、授業によって
は全ての回次又は一部の回
次で遠隔授業を実施しま
す。なお、臨地実習につい
ては、別途方針を定めます
ので、担当教員の指示に
従ってください。

インターンシップ等
（インターンシッ
プ、キャリア教育、
オープンカンパニー
（仕事体験など））
への参加の際は受け
入れ先の指示に従っ
てください。なお、
必ず「就業体験届」
を学務課 キャリア
支援室に提出してく
ださい。
※当項目の方針は、
今後状況に合わせて
変更することがあり
ます。

対面の機会では、
受け入れ先の指示
に従って参加して
ください。
※当項目の方針
は、今後状況に合
わせて変更するこ
とがあります。

学外者のキャンパス訪
問を許可します。高大
連携活動及び入試広報
イベントについては、
別に定めるガイドライ
ンに準ずることとしま
す。

別に定める「クラブ・サー
クル等活動におけるコロナ
対策ガイドライン」、「ボ
ランティア活動参加に関す
るコロナ対策ガイドライ
ン」に従ってください。各
ガイドラインは、感染状況
等を踏まえ適宜更新しま
す。

外務省の海外
安全ホーム
ページ上にお
ける、海外安
全情報の危険
レベル及び感
染症危険レベ
ルが2以上の国
(地域)への渡
航中止もしく
は延期を要請
します。
但し、協定留
学については
各キャンパス
が別に定める
ガイドライン
に準じて、プ
ログラム開始
の2か月前を目
安に渡航の可
否を決定しま
す。
海外で実施す
るプログラム
については該
当プログラム
の履修登録期
間までに実施
の可否を決定
します。
（出雲キャン
パスにおいて
は春学期のプ
ログラムは2月
末までに、秋
学期のプログ
ラムは8月末ま
でに実施の可
否を決定しま
す。）

換気のため教
室や各事務室
の扉や窓は常
時又は適宜開
放します。

松江

※4/1
から

就業体験やイン
ターンシップ活動
等を行う際は、事
前に学務課キャリ
ア担当（保育・教
育職ボランティア
は教職センター）
へ活動予定を報告
してください。

基本的な感染対策
を徹底し、活動を
する各都道府県の
ガイドラインを順
守して就職活動を
行なってくださ
い。

基本的な感染防止対策
（マスク着用の推奨・
手洗いや消毒の励行・
3密状態の回避・換
気）に最大限の配慮を
していただき、学外者
のキャンパス訪問につ
いては許可します。

高大連携活動及び入試
広報イベントについて
は、別に定めるガイド
ラインに準ずることと
します。

＜クラブ・サークル活動＞
別に定める「クラブ・サー
クル等活動におけるコロナ
対策ガイドライン」に従っ
て下さい。ガイドライン
は、感染状況等を踏まえ適
宜更新します。

＜ボランティア活動＞
十分な感染予防措置がされ
ている施設・事業所である
ことを前提とし、自らも感
染拡大防止対策に最大限の
配慮を行って下さい。別に
定める「ボランティア活動
参加に関するコロナ対策ガ
イドライン」に従ってくだ
さい。

利用目的や感染予
防の取り組み、活
動計画等を吟味し
個別に判断しま
す。
おはなしレストラ
ンライブラリーに
ついては、基本的
な感染防止対策を
行ないます。

・アルバイト先は、十
分な感染予防措置がさ
れている施設・事業所
であることを前提とし
ます。

・感染リスクの高い施
設でのアルバイトは自
粛を要請します。

・帰省等により感染拡
大が報じられている地
域にいる場合は、極力
アルバイトを自粛して
ください。

クラブ・サークル活動
の対応に準ずることと
します。

「島根県の対応」
に示す要件に沿っ
て開催されるイベ
ント等の施設貸し
出しを行います。

学生・教職員・
市民研究員に加
え、学外者の利
用を受け入れま
す。

学生・教職員に
加え、感染防止
対策を講じた上
で、学外者の利
用を受け入れま
す。

・3密を避けること。休
憩中にも3密+大声で喋
らないこと。

・「飲食店」でのアル
バイトについては、
『島根県新型コロナ対
策認証店』のみとし、
換気や消毒、マスク着
用等の感染対策が十分
に取られている場合に
限る。また、深夜勤務
となる22時を超える勤
務は自粛すること。

・その他、接客、対面
となる業種について
は、（可能な限り自粛
する）、感染防止対策
を十分にとられている
ものを選ぶこと。

※感染リスクの高い施
設でのアルバイトは引
き続き禁止します。

○学生ラウンジ・自習
室
・平日8:30～20:00に開
放します。
※利用する際は、必ず
利用者名簿に必要事項
を記入してください。
○パソコン実習室
平日8:30～18:00の間で
授業時間以外の利用可
○体育館
平日9時～21時（①
18:20～19:20②19:45～
20:45）
土日9時～16時（③9:00
～12:00④13:00～
16:00）
※①②及び③④とも各1
団体のみの利用としま
す。
○トレーニングルーム
平日9時～20時

施設を利用する際は、
マスク着用、手洗い・
手指消毒、ソーシャル
ディスタンスの確保、
換気を心がけてくださ
い。

利用目的や感染予
防の取り組みや活
動計画等を吟味し
個別に判断しま
す。

平日8時45分か
ら20時の間で利
用を許可しま
す。なお、一度
に利用する人数
に制限を設け、
感染対策を行い
ます。学生・教
職員以外の利用
は禁止としま
す。ただし、実
習施設の実習指
導者に限り利用
を許可します。

学生寮は集
団生活の場
であり、個
人のプライ
バシーを尊
重しつつ、
コロナ禍の
現状では寮
生各自の行
動に一層の
責任が求め
られます。
寮生は各寮
の規則を遵
守し、各寮
においてコ
ロナ対策と
して定めた
ガイドライ
ン等に従っ
てくださ
い。

出雲

※4/1
から

WEB形式の活動を主
とすることを推奨
します。
　引き続き島根県
外への移動が必要
な場合は、『移動
予定申請書』にて
移動予定をチュー
ターに報告するこ
ととします。な
お、寮生は地域に
関係なく外泊する
場合は外泊届を寮
母に提出してくだ
さい。
　その他、臨地実
習のある学生は
「県境をまたぐ移
動と健康観察」欄
で示した内容を遵
守してください。

WEB形式の活動を主
とすることを推奨
します。
　その他、臨地実
習のある学生は
「県境をまたぐ移
動と健康観察」欄
で示した内容を遵
守してください。

学生は（Covid-19への
罹患中または濃厚接触
者でない場合）は、構
内に立ち入ことができ
ますが、大学施設の利
用については「学生の
施設利用」及び「図書
館」欄に示すとおりと
します。
　なお、引き続き日々
の健康観察や感染拡大
防止対策（マスク着
用・手洗いや消毒の励
行・3密状態の回避）
を励行してください。
　学外者は、感染拡大
防止対策に最大限の配
慮をしていただき、
キャンパス訪問を許可
します。高大連携活動
及び入試広報イベント
については、別に定め
るガイドラインに準ず
ることとします。

サークル活動・ボランティ
ア活動は、事前の活動計画
に基づき、しっかりとした
感染対策を取ったうえで活
動してください。

文部科学省
が示すガイ
ドラインを
遵守した寮
運営を行い
ます。寮生
の皆さん
は、感染拡
大防止対策
を励行して
ください。

・常時、健康観察（体温測定）を行い、体調不良時は絶対に外
出しないでください。症状によっては、かかりつけ医や保健所
に相談してください。
・寮生は、寮母に外泊届を寮母に提出してください。提出のな
い場合は、無断外泊、虚偽記載は退寮の対象になることがあり
ます。
・県外の都道府県へ移動する場合は、特に以下の点に留意する
こと。

等）

分にとられてない店舗や施設の利用は控える。
・就職活動やインターンシップ等の理由で島根県外に滞在して
いた場合は、必ず帰県後7日間は健康観察を行うこと。また、熱
発及び体調不良時には大学への連絡（保健管理委員長、チュー
ター、保健室）を徹底すること。
・臨地実習を予定する学生は、臨地実習受入れ先が定める県外
移動制限や県外者との接触の制限、健康観察期間内の行動制限
を順守すること。

学内会議
は、対面で
実施しま
す。なお、
引き続きオ
ンライン会
議も併用し
ます。

通常の勤務
を行いま
す。

学内会議
は、対面ま
たはオンラ
インで実施
します。
対面の場合
は、引き続
き、感染拡
大防止対策
（マスク着
用・手洗い
や手指消毒
の励行・3密
状態の回
避）に最大
限の配慮を
して実施し
ます。

引き続き、
感染拡大防
止対策（マ
スク着用・
手洗いや手
指消毒の励
行・3密状態
の回避）に
最大限の配
慮をして、
通常の勤務
を行いま
す。

＜県境をまたぐ移動について＞
➢感染症対策を継続する。（マスク着用の推奨、手指洗浄、３
密の回避等）

＜健康観察について＞
・常時、健康観察（体温測定）を行い、体調不良時は極力外出
しないでください。
・新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる場合(発熱、
咳、味覚症状等)は、かかりつけ医または最寄りの保健所に連絡
してください。
・新型コロナウイルス感染症への感染が判明した、もしくは濃
厚接触者となった場合は、速やかにこころとからだの相談室ま
で連絡してください。

（全文削除）


